
件名：

№ 質疑事項 回答

1

校務用端末賃貸借 仕様書
第2章 調達仕様 2.1ハードウェア・ソフトウェア（クラウド
サービス含む）
2.1.1校務用ノートパソコン
＞（１３）モニター

13.3インチワイド WUXGA（1,920*1,200dot）以上 非光
沢とのことですが、「以上」についてWUXGA
（1,920*1,200dot）に対する以上で、13.3インチワイド及
び非光沢については、指定である認識でよろしいでしょ
うか。13.3インチ以上、つまり14～16インチなどのサイズ
が「以上」で可であると捉えられると思いまして確認となり
ます。

お見込みのとおりです。

2

校務用端末賃貸借 仕様書
第2章 調達仕様 2.1.2液晶モニター 第3章導入に伴う
作業 3.3搬入・調整・廃棄
＞その他

液晶モニター仕様に（８）アームとありますので例えば職
員室内教職員デスクにアームによる液晶モニター設置
を想定されておると思うのですが、この設置作業（組み
立て、設置、梱包材廃棄など）は費用に含める認識でよ
ろしかったでしょうか。

お見込みのとおりです。

3

校務用端末賃貸借 仕様書
第3章 導入に伴う作業 3.2校務用パソコン設定
＞（４）各学校のメールデータの移行を行うこと。

１．現行のメール環境はどのようになっておりますでしょ
うか。

２．メールサーバは、庁舎内に存在するものでしょうか。
あるいは、ISPなどから提供されたアドレスをご利用でしょ
うか。

３．各学校のホームページに記載のある
「@hodatsushimizu.jp」ドメインのアドレスが対象でしょう
か。

４．個々のパソコンにおいては、どのメールソフトをご利
用でしょうか。

５．メールを利用しているのは校務パソコン全台と考えて
よいでしょうか。あるいは特定の端末に限るでしょうか。
例えば、校長先生、教頭先生、代表メールパソコンなど
の一部の端末に限られるでしょうか。

６．メール参照について、Gmailでの参照ではなく、
Chromeブラウザの拡張機能を用いた参照と
なった場合でも問題ないでしょうか。

７．アドレス帳等の移行は不要と考えてよろしいでしょう
か。

１．役場庁舎内にメールサーバーを設置し、
運用をしています。

２．メールサーバーは、役場庁舎内に存在し
ています。

３．お見込みのとおりです。

４．「Outlook」を使用しています。

５．メール利用は、校務パソコン全台です。

６．問題ありません。

７．アドレス帳等の移行をすることとし、詳細に
ついては、契約後に協議させていただきま
す。

令和７年５月９日（金）開札にかかる質疑回答

校務用端末賃貸借



4

校務用端末賃貸借 仕様書
第3章 導入に伴う作業 3.4.6サーバ・ネットワーク等の移
行
＞（１）ファイルサーバからGoogleドライブへのファイル移
行

ファイルサーバは各学校にそれぞれ存在するものでしょ
うか。あるいは、庁舎内または既設保守業者の提供環
境にある一つのサーバにそれぞれの学校からアクセス
するものでしょうか。

ファイルサーバは各学校に存在しています。

5

積算資料
分割代金 リース料月額（税抜き）・・・入札価格 ※リース
料率＝1.9％
＞※リース料率＝1.9％

「リース料率＝1.9％」とのことですが、こちらは「1.9%」固
定でしょうか。
あくまで参考利率という認識でよろしいでしょうか。

「1.9％」は参考利率となります。

6

校務用端末賃貸借 仕様書
第２章
2.1.2 ソフトウェア （１）復元ソフト
及び
第３章
3.2 校務用パソコン設定 （７）リカバリ対応

上記について、校務用パソコンの展開作業及び、リカバ
リ作業において、弊社はソフトを必要としません。仕様に
記載されている（7）リカバリ対応を満たせる場合、復元ソ
フトの購入は不要でも問題ないでしょうか。

問題ありません。

7

校務用端末賃貸借 仕様書
第３章
3.1 ネットワーク設定
（5）既設NW の内容確認・変更に関する調整・協議は
3.5 に示す既存保守業者と綿密な打ち合わせを実施す
ること。

上記について、既存のネットワークの内容確認及び変
更作業は、宝達志水町様の保守の観点から、既存保守
業者
以外での作業は認められないため、既存保守業者に依
頼し、その費用を今回の見積に含めるという認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8

校務用端末賃貸借 仕様書
第３章
3.4.3 アカウント管理サービスによるアクセス制御
（2）Context Aware Access(CAA)
イ スマートデバイス

上記について今回の整備では各教職員個人のスマート
デバイス（スマートフォン）の利用は想定がありますでしょ
うか。
無い場合、本作業は除外しても問題ないでしょうか。

利用を想定しているため、本作業の実施をお
願いします。（除外しない）



9

校務用端末賃貸借 仕様書
第３章
3.4.7Google Workspace の運用管理等
（4）アカウント管理の自動化
Google アカウントの作成・情報更新・停止・ライセンス付
与などの作業を可能な限り自動化する仕組みを開発す
ること。

上記について、校務支援システム等から出力した名簿
データを使ってメンテナンスする手順の提示でも問題な
いでしょうか。

問題ありません。


